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Ⅱ－２ 子育てに対する支援 

１．人口ピラミッド 

 

図表Ⅱ－２－１ 人口ピラミッド(男女、年齢 5歳階級別の人口の分布)（都・全国） 

＜都＞ 

【男性】                【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 28年 1月 1日現在） 

 

人口を年齢構成でみると、都・全国ともに第一次・第二次ベビーブーム世代を含む 60 歳代と 30 歳

代後半から 40歳代前半を中心とした 2つのふくらみを持つ「ひょうたん型」に近い形となっている。 
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＜全国＞ 

【男性】              【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 28年 1月 1日現在） 
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２．育児休業の取得の状況及び推移 

 

図表Ⅱ－２－２ 育児休業取得の状況（都） 

 男性 女性 

出産者数（男性は配偶者が出産） 7,164 人 4,355 人 

育児休業取得者数 533 人 4,097 人 

育児休業取得率 7.4 ％ 94.1 ％ 

 

注：育児休業取得率＝育児休業取得者数／出産者数×100 

出産者数は、平成 27（2015）年 4月 1日から平成 28（2016）年 3月 31日までに出産した人数 

育児休業取得者数は、出産者数のうち、平成 28（2016）年 9月 1日までに育児休業を開始した人数 

資料：東京都産業労働局「平成 28年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

図表Ⅱ－２－３ 育児休業取得の状況の推移(都・全国) 

＜都＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：調査対象は、都内全域（島しょを除く）の従業員規模 30人以上の事業所で、「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、

「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・技術サ

ービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「教育、学習支援業」、「医療、福祉」、

「サービス業（他に分類されないもの）」の 13業種、合計 2,500社 

注 2：平成 19（2007）年度、平成 24（2012）年度はデータなし 

資料：東京都産業労働局「平成 28年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

都の平成 27（2015）年度の女性の育児休業取得率は 94.1％であるが、配偶者が出産した男性の育児

休業取得率は 7.4％と少ない。国は、男性の育児休業取得率を平成 32（2020）年に 13％とすること

を目標として掲げている。 
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＜全国＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞新たな「仕事と生活の調和推進のための行動指針（仕事と生活の調和推進官民トップ会議 平成 22年 6月決定）」

の中で、男性の育児休業取得率を、平成 32（2020）年に 13％とすることを数値目標として掲げている。 

 

注 1：調査対象の事業規模は 5人以上 

注 2：平成 23（2011）年度については、岩手県、宮城県及び福島県を除く数値である。 

注 3：育児休業取得率＝出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）

の数／調査前年度 1年間（平成 27（2015）年度調査については、平成 25（2013）年 10月 1日から平成 26（2014）

年 9月 30日まで）の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数。 

資料：厚生労働省「平成 27年度雇用均等基本調査」 
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３．男性の育児休業取得にあたっての課題、効果 

 

図表Ⅱ－２－４ 男性の育児休業取得にあたっての課題（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局「平成 28年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

図表Ⅱ－２－５ 男性の育児休業取得促進による効果（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都産業労働局「平成 24年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

 

 

 

男性の育児休業取得にあたっての課題として、「代替要員の確保」（73.0％）と最も多く、次いで「男

性自身に育児休業を取る意識がない」が 46.2％、「休業中の賃金補償」（38.5％）となっている。ま

た、男性の育児休業取得促進による効果は、「従業員の労働意欲が向上した」が 7.4％、「特に目立

った効果はなかった」が 61.5％となっている。 
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（n=122）

従業員の労働意欲が向上した 優秀な人材を採用できるようになった

組織が活性化された 生産性向上や競争力強化につながった

特に目立った効果はなかった 代替要員の調整がつかず、業務に支障をきたした

社員から理解が得られず、マイナスだった その他

無回答
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４．保育所数と待機児童数・認証保育所の状況 

 

図表Ⅱ－２－６ 保育所（認可保育所）数と保育所待機児童数の推移（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：各年 4月現在 

資料：東京都福祉保健局調べ（平成 28年 4月 1日現在） 

 

図表Ⅱ－２－７ 認証保育所数の推移（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：各年 4月現在 

注 2：平成 23(2011)年より郡部を計上している。 

注 3：認証保育所は増大する保育ニーズに応え、東京都が独自の基準により認証するもので、主に駅前に設置されるＡ型 

と、小規模で家庭的な保育を行うＢ型がある。 

注 4:平成 26年度までは年報、平成 27年より月報から取得。 

資料：東京都福祉保健局「福祉・衛生統計年報」（平成 28年度） 

 

認可保育所は 2,342 箇所（平成 28（2016）年 4 月）、認証保育所は 662 箇所（平成 28（2016）年 4

月）ある。平成 28（2016）年の待機児童数は前年に比べ 652人増加し、8,466人となっている。 

Ａ型 Ｂ型
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５．延長保育・保育サービスの整備状況 

   （学童クラブ、ファミリー・サポート・センター、子育てひろば） 

 

図表Ⅱ－２－８ 延長保育の実施状況の推移（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：各年度 4月 1日現在 

注 2：平成 17（2005）年度は「次世代育成支援対策交付金制度」に基づく延長保育の実施施設数 

資料：東京都福祉保健局調べ 

 

図表Ⅱ－２－９ ファミリー・サポート・センター数と会員数の推移（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：各年度 3月 31日現在 

注 2：会員数は依頼会員、提供会員、両方会員の合計 

注 3：ファミリー・サポート・センターは育児の手助けをしたい人（提供会員）と手助けを受けたい人（依頼会員）が、

地域において育児に関する相互援助活動を行うことを支援する会員組織 

資料：東京都福祉保健局調べ 

延長保育の実施率は年々上昇傾向にあり、平成 27（2015）年度は公立と私立合わせて 2,008箇所で

実施しており、実施率は 91.9％となっている。平成 27（2015）年度のファミリー・サポート・セン

ター数は 49 箇所で前年度からわずかに増加、会員数(合計)は 11,497 人増加して 110,488 人となっ

ている。 
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図表Ⅱ－２－１０ 子育てひろば数の推移（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：子育てひろばとは身近な地域の子育て家庭の支援を行うため、0歳から 3歳までの孤立しがちな子育て家庭を中心に

集いの場を提供しながら、子育て相談や子育てサークルの支援等を行う。 

・子育てひろばＡ型：保育所、児童館等の機能・スペースを活用して相談や講座を行う。 

・子育てひろばＢ型：保育所等に専用スペースを確保して実施する。 

・Ｃ型（つどいの広場）：空き店舗、学校の余裕教室や公共施設内のスペースを確保して、常時親子の集いの場所を

提供する。 

資料：東京都福祉保健局調べ 

 

図表Ⅱ－２－１１ 学童クラブ・定員・登録児童数の推移（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：学童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を授業終了後にあずかる事業 

資料：東京都福祉保健局「福祉・衛生統計年報」(平成 27年度) 

子育てひろば数は、年々増加傾向にあり、平成 27（2015）年には 871箇所となっている。学童クラ

ブ数は増加傾向にある。平成 27（2015）年度末の学童クラブは 1,777箇所で、定員・登録児童数と

も 98,216人となっている。 


